


第１回青梅市選挙管理委員会日程

令 和 ７ 年 ４ 月 １ １ 日

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分

市 役 所 ６ 階

６ ０ １ 会 議 室

１ あいさつ 川鍋委員長

２ 報告事項 (1) 行事報告について

(2) 令和７年５月招集議会および６月定例議会会議予定案

について

３ 議 事 議案第１号 在外選挙人名簿登録者の決定について

４ そ の 他 (1) 今後の行事予定について

(2) 次回委員会の開催日程について

日 時 令和７年５月 日（ ） 時 分

会 場 市役所 階 会議室

議 題 東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）におけ

る公営ポスター掲示場の総数減少について

(3) その他



行事報告

(1) 東京都選管関係

(2) 全選連関係

(3) 都市選連関係

(4) 明るい選挙推進（都市推協等）関係

(5) 市部第１ブロック（八王子、立川、昭島、日野、福生、羽村、あきる野）単独選挙執行状況

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

月 日 選 挙 名

３月３０日 羽村市長選挙・羽村市議会議員補欠選挙

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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※現時点での予定であり、変更になる場合があります。

１　５月招集議会

時間 会議 備考

午前9時15分 議会運営委員会  

午前10時 本会議 令和7年市議会定例会会期決定

２　６月定例議会

時間 会議 備考

30日（金曜日） 午後3時 議会運営委員会

31日（土曜日）    

1日（日曜日）   

2日（月曜日）    

3日（火曜日）    

4日（水曜日）    

5日（木曜日）    

6日（金曜日）    

7日（土曜日）    

8日（日曜日）    

9日（月曜日）    

10日（火曜日） 午前10時 本会議 議案審議、一般質問等

11日（水曜日） 午前10時 本会議 一般質問

12日（木曜日） 午前10時 本会議 一般質問

13日（金曜日）  常任委員会  

14日（土曜日）    

15日（日曜日）    

16日（月曜日）  常任委員会  

午前10時 予算決算委員会  

予算決算委員会終了後 全員協議会

18日（水曜日）    

19日（木曜日）    

20日（金曜日）    

21日（土曜日）    

22日（日曜日）    

23日（日曜日）    

午前9時15分 議会運営委員会  

午前10時 本会議 委員会審査報告等

令和７年５月招集議会および６月定例議会会議予定案

月日（曜日）

月日（曜日）

5月 13日（火曜日）

5月

17日（火曜日）

24日（火曜日）

6月
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議案第１号

在外選挙人名簿登録者の決定について

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定に

より、別紙在外選挙人名簿登録申請者一覧の３人（男２人、女１人）を本

市の在外選挙人名簿に登録決定する。

令和７年４月１１日

提出者 青梅市選挙管理委員会

委員長 川 鍋 信 夫
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〈議案第２９号資料〉

○ 公職選挙法

（在外選挙人名簿の登録の申請等）

第三十条の五 年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所

を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終

住所の所在地の市町村の選挙管理委員会（その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録され

たことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会）に

在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

２～３（省略）

４ 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による

届出（以下この項において「国外転出届」という。）がされた者のうち、当該国外転出届がされた

市町村の選挙人名簿に登録されているもの（当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当

該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録され

る資格を有することとなるものを含む。）は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、

当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。

５～６（省略）

（在外選挙人名簿の登録等）

第三十条の六 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村にお

ける在外選挙人名簿の被登録資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外

選挙人名簿に登録しなければならない。

２ 市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村における第三十

条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格（第三十条の十三第二項におい

て「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。）を有する者である場合には、遅滞なく、当該申

請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。

３ 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選

挙の期日までの期間においては、前二項の規定にかかわらず、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙

人名簿への登録の移転を行わない。

４～５（省略）

5



今後の行事予定

(1) 東京都選管関係

(2) 全選連関係

(3) 都市選連関係

※6 月は東京都議会議員選挙（22 日）、7 月は参議院議員選挙（20 日予定）のため会議無し

(4) 明るい選挙推進協議会（都市推協等）関係

(5) 市部第１ブロック（八王子、立川、昭島、日野、福生、羽村、あきる野）単独選挙執行状況

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

４月１７日
東 京 都 議 会 議 員 選 挙

委 員 長 会 ・ 事 務 説 明 会
都 庁 都 民 ホ ー ル

14：00

15：30

委員長、局長

事務局

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

４月３０日
全 選 連 東 京 支 部

定 期 総 会
東 京 自 治 会 館 14：00 委員長、局長

５月２２日
全 選 連

定 期 総 会
文京シビックホール 13：00 委員長、委員、局長

５月２３日
全 選 連

選 挙 事 務 研 究 会
銀 座 ブ ロ ッ サ ム 10：00 事務局

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

４月１４日
都 市 選 連

第 １ 回 事 務 局 長 会
東 京 自 治 会 館 15：00 局長

５月 ７日
都 市 選 連

定 期 総 会
東 京 自 治 会 館 14：00 委員長、委員、局長

５月 ９日
都 市 選 連 １ Ｂ

次 長 ・ 係 長 会
八 王 子 市 保 健 所 15：30 係長

５月１４日
都 市 選 連

第 １ 回 次 長 ・ 係 長 会
東 京 自 治 会 館 15：00 係長

５月１６日
都 市 選 連 １ Ｂ

委 員 長 ・ 局 長 会
八 王 子 市 保 健 所 15：00 委員長、局長

５月２０日
都 市 選 連

第 ２ 回 事 務 局 長 会
東 京 自 治 会 館 15：00 局長

８月１９日
都 市 選 連

委 員 長 会
東 京 自 治 会 館 未定 委員長、局長

８月２８日
都 市 選 連

第 ２ 回 次 長 ・ 係 長 会
東 京 自 治 会 館 15：00 係長

月 日 会 議 名 場 所 時 間 出 席 者

４月１６日
東 京 都 市 明 る い 選 挙 推 進

協 議 会 連 合 会 定 期 総 会
東 京 自 治 会 館 14：00

会長、委員

局長、事務局

月 日 選 挙 名

４月１３日 日野市長選挙・日野市議会議員補欠選挙
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